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行政文書開示請求について（意思確認）

標記について，下記のとおり確認を求めますので，令和2年3月12日 （木）ま

でに回答願います。

記

1 行政文書開示請求書の日付

令和2年2月27日 （木）

2法務省本省において行政文書開示請求書を受領した日付

令和2年2月28日 （金）

3請求する行政文書の名称等

時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記等の申請があっ

た場合の取扱いについて書いてある文書（最新版）

4行政文書の保有状況及び確認を求める事項について

令和2年2月27日付け行政文書開示請求書（当方受領同月28日）に請求す

る行政文書の名称等として，上記3のとおり記載されていますが， 当省では当該

文書を保有しておりません。

なお， このまま請求を維持された場合，行政文書不存在による不開示決定がな

されるものと思われます。

つきましては，上記情報提供を踏まえ，請求をどうされるか回答願います。

5 開示請求手数料等について

上記4の請求を維持される場合，開示請求件数は1件，開示請求手数料はSO

o円となります。現在， あなたからは開示請求手数料として収入印紙SOO円分

を受領していますので，過不足はありません。

なお，本件開示請求を取り下げられる場合は，本件開示請求書及びSOO円分

の収入印紙を返戻いたします。


